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○安全で安心が持続できる雄物川の実現

　地域の社会、経済、歴史、文化の基軸となっている雄物川にふさわしい安全性と安心感の実現

を目指します。

　河川整備基本方針で定めた目標に向け、必要な各種治水対策を総合的に展開し、地域毎上中

下流の治水安全度のバランスを考慮しつつ段階的な整備を進め、洪水、内水被害、高潮、地震等

さまざまな災害から沿川地域住民の生命と財産を守るとともに、渇水に対する備えを充実させ、人々

が安心して暮らせる安全な川づくりの実現を目指します。

　また、地域の安全と安心が持続できるよう、流域の自然的、歴史的、社会的特性を踏まえた継続

的・効率的な河川の維持管理に努めます。

○雄物川の豊かで多様な自然環境の保全と次世代への継承

　雄物川の豊かで多様な自然環境と河川景観を守り、次の世代へ引き継ぐため、行政と地域の連

携と協働のもと、地域との関わりが深い農業や漁業などに配慮しつつ、流域一体となった河川環境

の保全、創出を目指します。

　また、河川環境の整備と保全が適正に実施されるよう、河川環境の適正な管理に努めます。

○雄物川を軸とした人・歴史・自然が調和した活力ある地域の創造

　雄物川が基軸となって形成された歴史・文化や自然環境が調和した人と川とがふれあえる場の

整備・保全に努め、そこを拠点として地域の人々の交流や参加・連携を促すことにより、地域の活

性化を目指します。
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